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  歩行が困難な方は、  歩行が困難な方は、
　移送（送迎）サービスで。　移送（送迎）サービスで。

　一関市社会福祉協議会では、歩行が困難で介
助が必要な方で、病院等に通院できない高齢者
や障害者の移送サービスを実施しております。
　新たに東山支部では、車両後部のリフトを使
用し安心して乗車することができるワゴン車両
を配備し、11月より東山地域でスタートしまし
た。運転者はボランティア会員が移送専用車両
で送迎しています。
　また、移送サービスを利用したい方は事前に
登録が必要となりますので、ご相談ください。

◎問い合わせ先
　一関市社会福祉協議会の一関・花泉・大東・
　千厩・東山・室根・川崎の各支部へ
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